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亘本司法支援センター

審 議テラス 瀞禰欄職蹴購ま

ー厩自発司［新型忌難路ルス１法 テ ラ ス の 日
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その悩みごと、弁護士に相談してみませんが。
金銭問題、 夫婦男女の問題、 職場の問題、 新型コ□ナウイルス感染症に起因する法的トラブルなど、

さまざまなお悩みごとについて、 資力 （収入・資産） を問わず、 どなたでも、 弁護士による無料の法
律相談をご利用いただけます。 相談時間は一人あたり３０分間までです。

３月１３日（；±：）

　

「０時～１２時

　

１３時～１７時

法テラス静岡：２４名
法テラス沼津：１２名
法テラス浜松：１２名
法テラス下田：１２名

３月１日（月）
受付時間：平日９時～１７時

※定員に達し次第、受付終了

４月１７日（土）

　

１０時～１２時

　

１３時～１７時

法テラス静岡：２４名
法テラス沼津：１２名
法テラス浜松：１２名
法テラス下田：１２名

時

　　　　　　

予 約 人 数

　　　　

予 約 受 付 開 始 日

４月

受付時間：平日９時～１７時

※定員に達し次第、受付終了

ご予約はお近くの法テラスまで（完全予約制・先着順）

　

法テラス静岡：０５０３３８３一５４００

　

法テラス沼津：０５０３３８３一５４０５

法テラス浜松：０５０３３８３一５４１０

　

法テラス下田：０５０３３８３‐００２４

「主催：白本司法支援セソタテ議薗鰹霧拳霧務空費連ｉ凝議蝶灘謹坐食二言
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法テラスは国が設立した公的な法人です。

犯罪の被害にあってしまった・・

まずは法 テ ラ スへ。
はじめてご利用される方は まず法テラス・サポートダイヤルへお電話くださし、。
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０５７０‐０７８３７４
※ーＰ電話からは、０３‐６７４５‐５６００

静岡県内にある法テラスの事務所は以下のとおりです。
お近くの法テラスまでお問合せください。

法テラスまでお問合せいただくと 経済的に余裕がない場合 無料法律相談ができます。

法テラス静岡
０５０３３８３－５４００
〒４２０‐００３１ 静岡市葵区呉服町２－「－１ 札の辻ビル５Ｆ
・相談時間：毎週月～金曜日１３：００～「６：００
【夜間相談１月２回水曜日１７：００～１９：００

・相談の種類；一般相談（離婚・相続‐損害賠償‐
金銭トラブル・不動産など民事全般）

・ＪＲ東海道本線「静岡駅」北口徒歩１５分
・しずてつジャストラインバス
「県庁・静岡市役所葵区役所前」停留所徒歩５分

・併設：法テラス静岡法律事務所

法テラス沼津
０５０３３８３‐５４０５
〒４１０‐０８３３沼津市三国町１‐１１
・相談時間：毎週火・金曜日１３：３０～１６：３０
・相談の種類：一般相談（離婚・相続・損害賠償・

金銭トラブル・不動産など民事全般）
・ＪＲ東海道本線「沼津駅」徒歩２０分
・伊豆箱根パス「三園町」停留所徒歩２分

・併設＝法テラス沼津法律事務所

匪国 法テラスでは、ＩＰ電話を使用しています。

　　

必ず「０５０」からダイヤルしてください。

法テラス浜牲公
０５０３３８３‐５４１０
〒４３０‐０９２９ 浜松市中区中央１－２－１
イーステージ浜松オフィス４Ｆ
・相談時間：毎週火曜日１０：００～１１：３０／１３：３０～１６：００

毎週水曜日１３：３０～１６：００
【外国人相談】毎月第２水曜日１３：３０～１６：００

・相談の種類：－般相談（離婚・相続・損害賠償・
金銭トラブル・不動産など民事全般）

・くるる（浜松市循環まちバス）東ループ
「県総合庁舎北」停留所徒歩１分

・併設：法テラス浜松法律事務所

法テラス
下田法律事務所
０５０３３８３‐００２４
〒４１５‐００３５下田市東本郷１－１‐１０バールビル３Ｆ
・伊豆急行線「伊豆急下田駅」徒歩２分
・東海バス「下田駅」停留所徒歩２分

・収入・資産が一定基準以下の方が対象です。
・事前の電話予約をお願いしています。
・相談時間は３０分ほどです。 ・相談回数には限りがあります。
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